
 

 

［様式第９］ 

情 報 公 開（部 分 公 開）決 定 通 知 書 

業 第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

原子力発電環境整備機構理事長  

 

     年  月  日付けで異議の申出のあった機構資料の公開について，原子力発電環境整備

機構情報公開規程第１６条第３項の規定に基づき，次のとおり，部分について公開をすることとしま

したので通知します。 
 公開の実施を受ける場合は，原子力発電環境整備機構情報公開規程第１６条第２項の規定に基づ

き，この通知書を受領した日から３０日以内に，同封の「機構資料の公開の実施方法等申出書」を原

子力発電環境整備機構理事長あてに提出してください。 
 
 
１．公開する機構資料の名称及び公開する部分の指定 
 
 
 
２．部分について非公開とする理由 
 
 
 
３．公開の実施の方法等（裏面の「説明事項」をお読みください。） 
（１）公開の実施の方法等 
 

機構資料の種類・数量 公開の実施の方法 
公開の実施に係る手数料 

算定基準 基本額※ 手数料※ 
     

    
  注※：公開する機構資料全体について公開の実施を受ける場合の金額を記載 
 
（２）機構の事務所における公開を実施することができる日時，場所 
 
 
（３）写しの送付を希望する場合の準備日数，郵送料（見込み額） 
 
 
担当者 原子力発電環境整備機構 
 
 
 
 



 

 

［様式第３，９の裏面の標準記載事項］ 

機構資料の公開を実施する上での説明事項 

 

１．公開の実施の方法等の選択 
○ 公開の実施の方法等については，この通知書を受領した日から３０日以内に，同封の「機構資

料の公開の実施方法等申出書」により申出をしてください。 
○ 公開の実施の方法は，3(1)「公開の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択でき

ます。次のような方法で公開の実施を受けることも可能です。 
・ 必要な部分についてのみ公開を受けること（例えば，１００頁ある機構資料のうち，目次

に部分に相当する最初の１０頁についてのみ公開の実施を受ける） 
・ 一旦，閲覧をした上で，後に必要な部分の写しの交付を受けること（ただし，この場合，

再度，「機構資料の公開の実施方法等申出書」の提出が必要です。） 
○ 機構の事務所における公開の実施を選択する場合は，3(2)「機構の事務所における公開を実施

することができる日時，場所」に記載されている日時から，ご希望の日時を選択してください。 
なお，公開の実施の準備を行う都合がありますので，「機構資料の公開の実施方法等申出書」

は公開を受ける希望日の  日前までに当方に届くよう提出願います。 
 
２．公開の実施に係る手数料 
○ 公開の実施に係る手数料の額は，選択した公開の実施の方法に応じて，定められた算定方法に

従って基本額（複数の方法を選択した場合はそれぞれの合算額）を算定し，その額が３００円

までは無料，３００円を超える場合は当該額から３００円を差引いた額となります。 
（例）・ １５５頁の機構資料を閲覧する場合 

１０枚まで毎に１０円 → 基本額１６０円 → 手数料は無料 
・ １５５頁の機構資料の写しの交付を受ける場合 

1 枚毎に１０円 → 基本額１５５０円 → 手数料は１２５０円 
・ １５５頁の機構資料のうち，１２２頁を閲覧し，３３頁について写しの交付を受ける場合 

閲覧に関する基本額１３０円 ＋ 写しに関する基本額３３０円 → 手数料１６０円 
○ 写しの送付による公開の実施を選択する場合は，公開の実施に係る手数料の他に，郵送料の納

付が必要です。 
○ 公開の実施に係る手数料は，「機構資料の公開の実施方法等申出書」の提出と同時に，持参す

るか，現金書留により納付してください。 
なお，公開の実施の準備作業は，公開の実施に係る手数料の納付確認後に開始しますので，当

該手数料は，公開を受ける希望日の  日前までに納付願います。 
 
３．公開の実施 
○ 機構の事務所における公開の実施を選択した場合には，公開の実施を受ける当日，この通知書

及び請求者本人であることを証明するものを持参し，担当者に提示してください。 
○ 公開する機構資料に，機構及び公開の請求者以外の第三者に関する情報が含まれている場合で

あって，当該第三者から本通知に係る決定に対して異議の申出がなされたときには，公開の実

施を一旦停止させていただきます。この場合，直ちに，その旨を書面によりお知らせするとと

もに，引き続き，異議の申出内容についての検討を行い，異議の申出に係る決定内容等をお知

らせいたします。 
 
４．問合せ等 
  公開の実施の方法等，公開の実施に係る手数料の算定・納付方法等について，不明な点がござい

ましたら，本通知書に記載した担当者まで問い合わせください。 


